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船舶事故調査報告書 

 

                            平成２５年１０月１０日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗組員死亡 

発生日時 不明（平成２５年３月１８日（月）１３時ごろ～２１時４８分ごろの

間） 

発生場所 和歌山県印南
い な み

町島田の切目
き り め

の浜西方沖 

 印南町所在の西ノ地
に し の ち

三等三角点から真方位１４６°１,２４０ｍ付

近 

 （概位 北緯３３°４７.７′ 東経１３５°１４.０′） 

事故調査の経過  平成２５年３月１９日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者としての船長からの意見聴取は、本人が本事故で死亡し

たため行わなかった。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

ヨット ＴＯＲＳＵ
ト ー ラ ス

、総トン数なし 

 なし、個人所有 

 ８.０ｍ（Lr）×２.９ｍ×１.５ｍ、ＦＲＰ 

 機関なし、不詳（進水年月日） 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ３１歳 

 一級小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 平成２２年１月２９日 

  免許証交付日 平成２３年６月１日 

         （平成２８年５月３１日まで有効） 

 死傷者等 死亡 １人（船長） 

 損傷 なし 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、平成２５年３月１２日和歌山県海

南市の係留場所を出発した。 

 船長の知人（以下「知人Ａ」という。）は、船長が本船で和歌山県

串本町付近へ航海することを聞いており、１２日の船長への電話連絡

で出発していることを知り、１７日の船長との通話で和歌山県御坊市

沖付近に至っていることを聞き、南風が強くなることが予想されたの

で、和歌山県田辺市付近に向かうことを勧めた。 

 御坊警察署は、１８日１１時３２分にヨットが印南町切目沖に停泊

しているとの付近住民からの１１０番通報を受けて田辺海上保安部に

通報し、田辺海上保安部は巡視船艇を出動させ、巡視船艇は、切目の
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浜西方沖３５０ｍ付近に錨泊している本船付近に到着したが、付近の

水深が浅く、本船に近づくことができなかったので、１２時ごろ船長

に対し、１１８番通報することを電光掲示板で伝えた。 

 船長は、１８日１３時ごろに１１８番通報し、天候が悪化してきた

ので、１７日２１時ごろに錨泊したこと、天候が回復するまで、錨泊

場所にとどまることなどを伝えた。 

 本船は、１８日１９時ごろに灯火が点灯しているところを目撃され

た。 

 御坊警察署は、１８日２０時１５分に本船が切目の浜に漂着してい

るとの通報を受け、田辺海上保安部及び和歌山県日高広域消防事務組

合に通報し、同消防事務組合の救急隊は、２１時４８分ごろ本船の漂

着場所の北側約３００ｍに漂着していた衣服を着用していない心肺停

止状態の船長を発見し、死亡を確認した。 

 船長は、御坊警察署に搬送され、溺死と検案された。 

（付図１ 本船の錨泊及び漂着場所付近図 参照） 

 気象・海象  (1) 白浜海象観測所における観測値 

   本船の錨泊場所の南東方約１３.４kmに位置する白浜海象観測

所（国立大学法人京都大学の防災研究所：概位 北緯３３°

４２.５′ 東経１３５°２０.０′）における本事故発生日１２

時～２１時までの観測値は、次のとおりであった。 

時刻 
(時:分) 

風速 
（m/s） 

風向 
（°） 

気温 
（℃） 

５ｍ 
水温 
（℃） 

平均 
波高 
（cm） 

12:00 12.0 198 17.4 17.1 116.0 

13:00 11.0 202 18.3 16.9 112.6 

14:00 11.6 206 17.5 17.0 133.1 

15:00 11.2 208 18.4 17.1 121.4 

16:00 12.8 217 19.3 17.2 141.0 

17:00 15.0 219 19.3 17.2 127.6 

18:00 14.3 217 18.3 17.2 137.5 

19:00 16.0 231 19.4 17.3 154.5 

20:00 10.3 241 18.4 17.2 146.8 

21:00 8.3 246 18.7 17.2 201.3 

 (2) 気象警報及び注意報並びに海上警報 

  ① 気象警報及び注意報（和歌山地方気象台発表） 

    ３月１７日０７時２５分、印南町に強風注意報及び波浪注意

報が発表され、１８日０３時１５分暴風警報が発表された（波

浪注意報は、継続して発表された）。１８日１９時２５分暴風

警報が強風注意報に切り替えられた（波浪注意報は、継続して

発表されており、大雨、雷及び洪水注意報は、１８日１０時１

０分に発表され、継続されていた）。 

  ② 海上警報（神戸海洋気象台発表） 

    ３月１８日１９時現在、四国沖北部に海上暴風警報が発表中
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であり、同日０８時３０分に発表した内容は、次のとおりで

あった。 

    四国沖北部では、南又は南西の風が強く、最大風速は、３５

ノット（kn）（１８m/s）、今後１８時間以内に、５０kn（２５m/s）

に達する見込みである。 

    この警報の対象期間は、１９日０６時までです。 

 (3) 海上保安庁の情報による気象及び海象 

   本船の錨泊場所付近の本事故発生日１９時ごろの観測値は、次

のとおりであった。 

   気温 約１５℃、水温 約１７℃、風浪 波高 約２.５～

４.０ｍ、波向 ０５０°、うねり 波長 短い、波高 約２～

４ｍ、波向 北 

 その他の事項  船長は、本船を前所有者から平成２４年３月ごろに無償で譲り受

け、同人から、主機が壊れているので、整備してから乗るように言わ

れたが、同年夏頃に船舶修理業を営む知人（以下「知人Ｂ」とい

う。）と共に主機を取り外し、知人Ｂから船外機を譲り受け、本船に

取り付けたが、船舶検査を受検する必要があり、費用が掛かるので、

船外機を取り外し、自身で櫓
ろ

を作製して本船に搭載した。また、船長

は、夜間航海のため、発電機を搭載した。 

 知人Ａは、３月１２日は強い北風が吹いていたので、同日以降、天

気図を写真撮影して船長に送信していた。 

 田辺海上保安部の巡視船艇は、３月１８日１２時０５分ごろ、本船

の錨泊場所が北緯３３°４７.７′東経１３５°１４.０′であること

を確認した。このとき、船長は、黒っぽい服を着用していた。 

 本船には、船底外板にＦＲＰ素材を使用して修理が行われた痕跡が

あったが、他に目立った損傷は認められなかった。 

 田辺海上保安部の情報によれば、本船漂着後に現場に到着した海上

保安官は、本船のキャビンの扉が閉まっていたことを確認した。 

 船長の家族の口述によれば、本事故の５日後に本船の荷物整理を行っ

たときの状況は、次のとおりであった。 

  (1) 本船内には、救命胴衣約１０着、発電機、寝袋、着替え、食

料等が残されており、海水の流入等による濡
ぬ

れた形跡はなかっ

た。 

  (2) 切目の浜西方沖には、直径約４０cmの球形の浮きが存在し、

同浮きには化学繊維製索（直径約９mm）（以下「本件錨索」と

いう。）がつながり、その先にはストックアンカー（長さ約１ｍ）

がつながっていた。なお、本件錨索の他端は切れていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 

不明 

なし 
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 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

あり 

 船長は、溺死した。 

 本船は、暴風警報が発表された状況下、切目の浜西方沖で錨泊中、

船長が１８日１３時ごろ天候が回復するまで錨泊する旨の１１８番通

報を行ったのち、２０時１５分ごろ本船が切目の浜に漂着していると

の通報を警察が受け、２１時４８分ごろ船長が付近に漂着していると

ころを発見されたことから、１３時ごろ～２１時４８分ごろの間にお

いて、本船が錨泊中、船長が、落水した可能性があると考えられる

が、落水及び溺水に至った状況を明らかにすることはできなかった。 

 本船は、本件錨索が切れ、風波に圧流されて切目の浜に漂着したも

のと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、本船が、暴風警報が発表された状況下、切目の浜

西方沖で錨泊中、船長が落水したことにより発生した可能性があると

考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

 ・救命胴衣等の適切な着用を心掛けることが望ましい。 

 ・航海計画を立てる際には、経験が豊かな者に相談するとともに、

気象及び海象情報を入手して無理のない航海計画を立て、陸上と

の連絡体制を確立しておくこと。 

 ・緊急時、天候に左右されず、早期に避難できるよう、十分な出力

を持った主機又は船外機を装備することが望ましい。 
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西ノ地三等三角点 

本船の錨泊場所 本船の漂着場所付近 

付図１ 本船の錨泊及び漂着場所付近図 
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